
議
員
提
出
第
二
十
八
号
議
案

サ
イ
バ
ー
攻
撃
・
情
報
保
全
対
策
に
関
す
る
意
見
書

衆
議
院
や
参
議
院
、
政
府
機
関
を
狙
っ
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
明
ら
か
に
な
り
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
す
る

国
民
の
不
安
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
高
ま
っ
て
い
る
。

わ
が
国
の
重
要
な
情
報
が
サ
イ
バ
ー
攻
撃
で
海
外
に
流
出
す
る
こ
と
は
、
国
益
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、

政
府
が
一
体
と
な
っ
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
・
情
報
保
全
対
策
を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

特
に
現
在
、
不
定
期
開
催
と
な
っ
て
い
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
会
議
を
定
期
開
催
す
る
こ
と
や
、
情

報
保
全
の
危
機
分
析
、
内
外
情
勢
分
析
、
諸
外
国
の
政
策
動
向
等
を
定
期
的
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
で
、

わ
が
国
の
情
報
保
全
対
策
に
対
す
る
決
意
を
内
外
に
示
す
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
積
極
的
に
実
現
を
図
り
、
サ
イ
バ
ー
攻

撃
に
対
す
る
国
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

一

国
家
と
し
て
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
、
情
報
保
全
の
基
本
戦
略
を
早
急
に
構
築
す
る
こ
と
。

二

防
衛
省
は
、
わ
が
国
の
防
衛
調
達
に
関
す
る
情
報
管
理
、
保
秘
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。

三

政
府
は
、
重
要
な
社
会
基
盤
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
可
能
性
を
評
価
・
検
証
し
、
地
方
自
治
体
に

対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
策
に
つ
い
て
も
、
早
急
に
戦
略
を
構
築
す
る
こ
と
。

四

民
間
の
優
れ
た
人
材
を
活
用
し
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
情
報
保
全
対
策
を
構
築
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
三
日
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